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男女共同参画社会づくりに関する 

市民意識調査・事業所実態調査 結果（概要） 

調査の概要 

・調査期間：令和４年 11月 28日～12月 23 日 

 

・調査方法：郵送 

 

・回収率   配布数 有効回答数 有効回答率 

一般市民 ２，０００通 ６５９通 ３３．０％ 

事業所 ２００通 ８７通 ４３．５％ 

 

市民意識調査 

１ 基本属性について 

① 性別について、女性が 368 人、男性が 285 人、その他が０人、無回答が６人。性

的マイノリティの方への配慮として「その他」を選択肢に加えたが、０人となっ

ている。 

② 年代について、全体と女性は、60代以上で５割を超えており、男性は６割弱とな

っている。 

区分 

回

答

者

数

（
件
） 

10
代 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代 

60
代 

70
歳
以
上 

無
回
答 

全  体 659 1.1 5.5 7.1 14.4 17.9 22.6 30.7 0.8 

女性 368 1.4 5.4 8.2 14.1 20.4 19.3 31.3 － 

男性 285 0.7 5.6 6.0 15.1 14.7 27.4 30.5 － 

その他 － － － － － － － － － 

 

・雇用形態について、男性の正規雇用が 73.5％、女性の正規雇用が 42.5％であった。 

また、女性の非正規雇用の割合が 53.3％と高くなっている。   



Ｒ5-5-5 

 

2 

 

２ 男女共同参画社会について 

① ①男女共同参画社会、②ジェンダー、③ポジティブ・アクション、④ワーク・ラ

イフ・バランス、⑤女性活躍推進法、⑥リプロダクティブ・ヘルツ/ライツの認知

度について、顕著に認知度が低かった項目（「知らない」と回答した割合）をみる

と、「⑥リプロダクティブ・ヘルツ/ライツ」の割合が 84.7％と最も高く、次いで

「③ポジティブ・アクション」の割合が 53.0％、「⑤女性活躍推進法」の割合が

39.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 女性が生涯にわたり心身ともに健康であるために、大切なことについて、平成 29

年度と比較すると、「妊娠・出産・避妊・中絶に関する情報の提供」「不妊に関す

る専門的な相談体制や経済的支援の充実」「学校における人権尊重及び健康の視点

に立ったジェンダー平等教育の実施」の割合が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 659

①　男女共同参画社会

②　ジェンダー
（社会的・文化的に形成された性別）

③　ポジティブ・アクション
　　（積極的改善措置）

④　ワーク・ライフ・バランス

⑤　女性活躍推進法

⑥　リプロダクティブ・ヘルス/
　　ライツ

3.0

3.5

4.6

3.8

3.6

3.6

43.9

58.6

14.7

35.4

16.7

2.0

36.0

27.8

27.8

27.3

39.8

9.7

17.1

10.2

53.0

33.5

39.9

84.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も意味も知っている 言葉だけ知っている 知らない 無回答

％

妊娠・出産・避妊・中絶に関する情報の提供

不妊に関する専門的な相談体制や経済的支援の充実

思春期、妊娠・出産、更年期、老年期に合わせた健
康づくりの推進

学校における人権尊重及び健康の視点に立ったジェ
ンダー平等教育の実施

受診機会の少ない女性の健康診査の促進

性、妊娠、避妊、中絶等に関してのさまざまな悩み
に対応する相談体制の整備

ＤＶ等の性暴力等に関する悩みに対応する相談体制
の整備

その他

特にない

わからない

無回答

25.8

20.9

50.7

35.5

26.4

26.3

25.8

4.1

4.1

6.2

3.2

19.8

15.3

52.1

23.3

31.5

41.5

－

4.8

3.5

5.7

2.1

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）
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③ 「夫は外で働き、妻は家で家事・育児をする」という考え方について、男性も女

性も「賛成」が減少し、「反対」が増加している。「反対」については、女性に比

べ男性が、14.1ポイント低く、ギャップがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 分野ごとの男女の平等感について、「男女平等になっている」と感じているのは、

「③学校教育で」が最も高く、47.3％となっている。「男性のほうが優遇されてい

る」と「どちらかといえば男性のほうが優遇されている」を合わせた割合が最も

高いのは「⑦政治の場で」で、次いで「⑧社会全体で」「⑤社会通念や慣習・しき

たりなどで」となっている。「女性のほうが優遇されている」の割合が高い項目は

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

4.9

23.2

31.4

22.0

16.2

2.3

7.4

33.3

29.5

14.7

12.7

2.4

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）

回答者数 = 659

①家庭の中で

②職場の中で

③学校教育で

④地域活動で

⑤社会通念や慣習・しきたりなど
で

⑥法律や制度上で

⑦政治の場で

⑧社会全体で

11.5

18.8

3.3

9.1

18.8

12.0

35.7

20.8

38.8

38.1

10.5

29.3

52.2

37.5

38.8

50.8

27.3

15.8

47.3

25.8

9.1

20.9

8.5

10.2

7.7

4.7

3.3

7.6

2.9

3.5

0.6

2.0

3.5

2.1

0.6

2.1

0.8

1.2

0.6

0.9

7.4

15

29.1

21.1

11.2

20.0

12.0

11.4

3.6

5.5

5.8

5.0

5.0

4.9

3.8

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性のほうが優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

男女平等になっている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性のほうが優遇されている

わからない

無回答
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３ 就業について 

① 結婚は個人の自由であるから結婚しなくてもどちらでもよいについて、全体では

「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせた「賛成派」は、70.7％と割合が

高い。特に 20 代、30代では 8 割超えている。10 代を除き、年代が上がるにつれ

て「賛成」の割合が低くなる傾向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② （女性の方へ）負担感や生きづらさを感じるかについて、「働きながらも、家事・

育児・介護を求められる」の割合が 40.8％と最も高い。「家事、育児、介護は女性

がするものだと考えられている」の割合が 40.2％となっている。女性に対して働

きながらの家事、育児、介護をするのが当たり前といった周囲からのアンコンシ

ャスバイアスの改善が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

回答者数 = 659
①結婚は個人の自由であるから、
結婚してもしなくてもどちらでも
よい

②結婚しても必ずしも子どもを持
つ必要はない

③結婚しても相手に満足できない
ときは離婚すればよい

48.1

37.3

30.3

22.6

21.2

29.7

16.4

18.5

14.3

3.2

5.6

5.2

6.1

13.1

16.8

3.6

4.2

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

回答者数 = 368 ％

家事、育児、介護は女性がするものだと考えられて
いる

男性は育児休暇や介護休暇を取得しにくい

お茶出しや掃除等の雑務は女性がするものと思って
いる人が多い

働きながらも、家事・育児・介護を求められる

女性は雇用条件や賃金等の点で不利である

女性はやさしい、気が利く、素直が良いと考えてい
る人が多い

女性は、男性に従うのが良いと思っている人が多い

男性が育児にかかわりにくい環境（男性トイレにお
むつ替えの場がない等）が多い

マスメディアは女性を軽視する傾向がある

その他

特に感じない

無回答

40.2

11.7

11.7

40.8

19.0

10.1

16.3

9.5

2.2

2.2

6.0

6.0

0 20 40 60 80 100
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③ 女性が働くことに対する考えについて、平成 29 年度の調査と比べ、「結婚しても

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」の割合が 46.6％と 15.5 ポイ

ント上昇している。一方、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職

業をもつほうがよい」の割合が 22.8％と 8.6ポイント減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 女性が働く上での障害について、平成 29 年度の調査と比べ、「賃金の男女格差」

「昇進・昇格における男女の格差」「仕事内容における男女の格差」「雇用形態に

パートタイムや臨時雇いが多いこと」「家族の反対や、協力が得られないこと」の

割合が増加している。女性活躍推進法の趣旨を踏まえ、男女の雇用格差の是正す

べく、企業への情報発信など支援が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは、職業を持つほうがよい

子どもができるまでは、職業を持つほうがよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び
職業を持つほうがよい

結婚しても子どもができても、ずっと職業を続ける
ほうがよい

その他

わからない

無回答

0.9

2.7

4.1

22.8

46.6

10.6

8.3

3.9

0.9

2.0

3.5

31.4

31.1

6.3

7.0

17.8

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）

％

結婚・出産退職等の慣行

賃金の男女格差

昇進・昇格における男女の格差

仕事内容における男女の格差

長時間労働や残業

雇用形態にパートタイムや臨時雇いが多い
こと

育児・介護休暇が取得しにくいこと

育児・介護施設の不足

職場における人間関係

家族の反対や、協力が得られないこと

女性自身の知識や技術不足

女性自身の就業意欲が低いこと

その他

特にない

わからない

無回答

42.3

33.1

27.8

24.4

34.3

30.3

34.7

34.7

22.0

21.4

10.9

10.9

3.6

2.9

3.2

4.6

37.7

21.0

15.1

16.9

31.0

20.8

35.6

30.0

17.4

15.0

7.6

7.5

2.8

2.9

3.0

14.3

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）
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回答者数 = 659

①家庭生活

②地域・社会活動への参加

③学習・研究、趣味・娯楽、ス
ポーツなど

④休養

27.9

8.2

13.1

20.2

48.9

36.4

41.7

46.1

10.8

26.3

23.7

19.9

1.7

11.5

9.4

4.4

5.5

12.0

7.1

4.2

5.3

5.6

5.0

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４ ワーク・ライフ・バランスについて 

① 「家庭の中で」で「十分取れている」と「まあ取れている」を合わせた『取れ

ている』の割合が高くなっています。また、「職場の中で」で「あまり取れてい

ない」と「まったく取れていない」を合わせた「取れていない」の割合が高く

なっています。 

 また、「家庭生活」を除き、すべての項目で女性が「あまり取れていない」と

「まったく取れていない」を合わせた”取れていない人“の割合が、男性に比

べ割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② すべての人が仕事と家庭の両立を実現するために必要な条件について、「育児休

業・介護休業中の代替要員の確保など、気がねなく制度を利用できる職場環境

をつくること」の割合が 49.6％と最も高く、次いで「働くことに対し、家族や

周囲の理解と協力があること」、「在宅勤務( テレワーク) やフレックスタイム

制度、短時間勤務制度等、柔軟な勤務制度を導入すること」の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分取れている まあ取れている

あまり取れていない まったく取れていない

わからない（該当しない） 無回答

回答者数 = 659 ％

給与等に関する男女間格差をなくすこと

労働時間（時間外勤務を含めて）を短縮すること

育児休業・介護休業中の代替要員の確保など、気がねなく制
度を利用できる職場環境をつくること

事業所内の保育施設を充実すること

地域の保育施設の整備や、保育時間の延長等、保育内容を充
実すること

職業上必要な知識・技術等、社員教育を充実すること

自宅近くで働けること

在宅勤務( テレワーク) やフレックスタイム制度、短時間
勤務制度等、柔軟な勤務制度を導入すること

働くことに対し、家族や周囲の理解と協力があること

その他

無回答

29.3

31.1

49.6

8.8

23.8

9.6

23.8

32.2

35.5

1.7

5.2

0 20 40 60 80 100
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③ 男性が家事・育児を行うことに対するイメージについて、すべての年代で「男

性も家事・育児を行うことは当然である」の割合が高く、次いで「子どもにい

い影響を与える」の割合が高い。一方で、男性で「仕事と両立させることは長

時間労働による時間の制約があり難しい」と感じている割合も高く、両立のた

めには働き方の改善とあわせて考えていく必要である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新型コロナウィルス感染症の拡大前に比べて、「仕事と生活のどちらを重視した

いか」という意識の変化の有無について、「変化はない」の割合が 62.4％と最

も高い。「生活を重視するように変化」の割合が 18.7％、「わからない」の割合

が 10.2％、「仕事を重視するように変化」の割合が 3.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

男性も家事・育児を行うことは当然である

子どもにいい影響を与える

家事・育児を行う男性は、時間の使い方が効
率的で、仕事もできる

男性自身も充実感が得られる

仕事と両立させることは、長時間労働による
時間の制約があり難しい

家事・育児は女性の方が向いている

妻が家事・育児をしていないと誤解される

男性は、家事・育児を行うべきではない

妻が家事・育児をできないときには、夫では
なく他の家族や身近な親族に頼む方が良い

周囲から冷たい目で見られる

その他

特にない

わからない

無回答

62.1

53.7

27.5

27.8

27.5

11.5

7.7

0.8

2.4

1.5

2.6

2.3

2.6

2.4

57.9

63.4

31.6

33.6

33.5

15.3

5.4

0.1

-

1.2

2.3

2.3

2.2

1.5

0 20 40 60 80 100

焼津市

（回答者数 = 659）

静岡県

（回答者数 = 744）

回答者数 = 659 ％

生活を重視するように変化

変化はない

仕事を重視するように変化

わからない

無回答

18.7

62.4

3.0

10.2

5.8

0 20 40 60 80 100
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５ 暴力について 

① ドメスティック・バイオレンスについて、経験したり見聞きしたりしたことの有

無について、「テレビや新聞などで問題になっていることは知っている」の割合が

61.8％と最も高い。次いで、「経験したり見聞きしたりしたことはない」の割合が

23.1％、「身近に暴力を受けた人がいると聞いたことがある」の割合が 10.5％と

なっている。平成 29 年度と比較すると、「経験したり見聞きしたりしたことはな

い」の割合が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② パートナー間における暴力を防止するために必要なことについて、「被害者が早期

に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」の割合が 69.2％と最も高い。次い

で「学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」

の割合が 39.8％、「加害者への罰則を強化する」の割合が 37.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

直接、暴力を受けたことがある

暴力を受けた人から相談されたことがある

身近に暴力を受けた人がいると聞いたこと
がある

テレビや新聞などで問題になっていること
は知っている

その他

経験したり見聞きしたりしたことはない

無回答

5.2

5.9

10.5

61.8

1.4

23.1

2.7

6.5

7.6

13.5

66.8

1.1

15.6

1.9

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）

％

被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を
増やす

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するため
の教育を行う

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止
するための教育を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、コン
ピューターソフトなど）を取り締まる

暴力を振るったことのある者に対し、二度と繰り返
さないための教育を行う

メディアを活用して、広報・啓発活動を積極的に行
う

被害者を発見しやすい立場にある警察や医療関係者
などに対し、研修や啓発を行う

地域で、暴力を防止するための研修会、イベントな
どを行う

その他

特にない

無回答

69.2

29.7

39.8

37.6

20.0

27.8

23.7

20.6

11.2

3.2

3.6

6.5

68.9

35.7

39.7

41.4

25.5

34.4

23.1

22.3

12.+

3.3

3.2

4.1

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）



Ｒ5-5-5 

 

9 

 

 

 

６ 性的マイノリティについて 

① ①性的マイノリティ、②性的指向、③性自認の認知度について、「言葉も意味も知

っている」の割合が「①性的マイノリティ」で 47.6％、「②性的指向」で 34.3％

となっている。「③性自認」については、「知らない」の割合が 49.5％と高くなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

② 周りに性的マイノリティの方がいるかについて、「いない」の割合が 48.7％と最

も高く、次いで「わからない」が 37.6％となっている。一方、「いる」の割合が

10.3％となり、10代や 20代の若い世代の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 性的マイノリティの方々の人権を守る啓発や施策について、必要だと思うかにつ

いて、「必要だと思う」の割合が 58.3％と最も高い。「わからない」の割合が 32.8％

となっている。年齢別にみると、10 代から 30 代の若い方で「必要だと思う」の

割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 659

①    性的マイノリティ

②    性的指向

③    性自認

47.6

34.3

23.7

29.1

29.0

23.2

20.0

33.1

49.5

3.2

3.6

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 659 ％

いる

いない

わからない

無回答

10.3

48.7

37.6

3.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 659 ％

必要だと思う

必要ないと思う

わからない

無回答

58.3

5.8

32.8

3.2

0 20 40 60 80 100
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７ 防災について 

・男女共同参画の視点を防災に活かすために必要な施策について、「備蓄品について

女性や介護者、障がい者の視点を入れる」の割合が 70.3％と最も高く、次いで「女

性も男性も役割を固定せず防災活動や訓練に取り組む」、「避難所マニュアルなどを

つくり、女性や子どもが安全に過ごせるようにする」の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 行政について 

・「男女共同参画社会」を実現するために、行政が力を入れていくべきことについて、

「子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援する」の割合が 58.6％と

最も高い。次いで「子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する」

の割合が 56.8％、「保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービス

を充実する」の割合が 53.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

備蓄品について女性や介護者、障がい者の視点を入
れる

女性も男性も役割を固定せず防災活動や訓練に取り
組む

避難所マニュアルなどをつくり、女性や子どもが安
全に過ごせるようにする

市の防災会議や災害対策本部に女性の委員・職員を
増やす

地域防災拠点の運営に女性も参画できるようにする

防災や災害現場で活動する女性のリーダーを育成す
る

日ごろからの男女間のコミュニケーション・地域の
つながりを大切にする

日ごろからの男女平等、男女共同参画意識を高める

その他

わからない

無回答

70.3

48.9

48.9

35.7

34.0

25.0

45.2

33.5

0.8

4.6

3.2

56.5

46.9

42.9

26.9

26.6

23.0

45.0

26.9

0.8

4.7

2.8

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 659）

平成29年度

（回答者数 = 960）

％

子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職
を支援する

子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支
援する

保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介
護サービスを充実する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女ともに働
き方の見直しを進める

国・地方公共団体の審議会委員や管理職など、政策
決定の場に女性を積極的に登用する

地域の役員（自治会・防災関係）に女性の参画が進
むよう支援する

法律や制度の面で見直しを行う

民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むよう
支援する

女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供
する

男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲ
する

男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を
充実する

従来、女性が少なかった分野（研究者等）への女性
の進出を支援する

男性の家事・育児・介護等への参画を進める

その他

特にない

わからない

無回答

56.8

58.6

53.1

38.1

23.5

21.5

24.9

16.4

17.1

16.2

12.0

20.8

35.2

0.9

2.6

4.9

4.1

60.2

55.5

48.9

34.2

13.6

17.0

15.9

12.1

14.5

14.4

10.7

13.1

－

1.4

2.6

4.8

4.8

0 20 40 60 80 100
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事業所調査 

１ 女性の採用・雇用について 

・女性の管理職が増えるために必要なことについて、「必要な知識や経験等を持つ女

性を増やすこと」の割合が 63.2％と最も高い。次いで、「管理職になることを希望

する女性を増やすこと」の割合が 47.1％、「夫等の家族が子育て・介護・家事等を

ともに分担すること」の割合が 23.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

回答者数 = 87 ％

必要な知識や経験等を持つ女性を増やすこ
と

管理職になることを希望する女性を増やす
こと

職場の上司・同僚・部下や顧客が女性管理
職を必要とすること

長時間労働が改善されること

企業等で、広域異動を伴わない管理職ポス
トを増やすこと

夫等の家族が子育て・介護・家事等をとも
に分担すること

保育・介護等の公的サービスが充実するこ
と

その他

特にない（女性従業員がいない場合を含
む）

無回答

63.2

47.1

16.1

12.6

4.6

23.0

21.8

5.7

8.0

1.1

0 20 40 60 80 100
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２ 女性の活躍に向けて 

① 女性の活躍に向けて、「すでに実施している」取組について、「②パートタイマー・

アルバイト・契約社員などから正社員への登用」の割合が 51.7％と最も高く、次

いで「⑥男女ともに異動や担当業務について本人の意向確認」「①女性従業員の採

用拡大」の割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 職場で女性の活躍に向けて取り組みを実施し、どのような効果があったかについ

て、「特に目立った効果はなかった」の割合が 32.2％と最も高い。次いで、「女性

従業員の労働意欲が向上した」の割合が 29.9％、「男性が女性を対等な存在とし

て見るようになった」の割合が 20.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 87

①女性従業員の採用拡大

②パートタイマー・アルバイト・契

約社員などから正社員への登用

③短縮勤務・フレックスタイム等、

勤務時間の柔軟化

④在宅勤務・テレワーク等、勤務場

所の柔軟化

⑤出産や育児等による休業がハン

ディとならないような人事制度の導

入

⑥男女ともに異動や担当業務につい

ての本人の意向確認

⑦女性の管理職への積極的登用

⑧女性の活躍に向けた社内の推進体

制（担当部署、指導者の設置、ノー

残業デーの実施など）の整備

⑨意識改革のための教育・研修機会

の確保

⑩女性の採用や昇進における数値目

標の設定

⑪トップの女性活躍推進に関する

メッセージの発信（イクボス宣言を

含む）

⑫評価者に女性を含めるようにする

⑬企業内託児所や学童保育所などの

設置

⑭男性従業員の家事・育児への参加

の促進

36.8

51.7

33.3

9.2

33.3

48.3

13.8

14.9

13.8

6.9

2.3

20.7

1.1

11.5

5.7

1.1

4.6

6.9

2.3

12.6

3.4

6.9

3.4

6.9

2.3

4.6

21.8

14.9

19.5

8.0

25.3

12.6

36.8

32.2

33.3

20.7

19.5

27.6

4.6

24.1

19.5

11.5

23.0

34.5

12.6

11.5

12.6

20.7

21.8

37.9

42.5

18.4

60.9

33.3

10.3

18.4

16.1

44.8

17.2

20.7

20.7

25.3

19.5

24.1

25.3

26.4

29.9

23.0

5.7

2.3

3.4

3.4

4.6

4.6

3.4

3.4

4.6

6.9

3.4

4.6

3.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 87 ％

女性従業員の労働意欲が向上した

男性が女性を対等な存在として見るように
なった

取引先や顧客からの評判が良くなった

優秀な人材を採用できるようになった

売上や利益率が向上した

生産性向上や競争力強化につながった

特に目立った効果はなかった

社員又は取引先からの理解が得にくく、か
えってマイナスであった

その他

無回答

29.9

20.7

5.7

6.9

4.6

8.0

32.2

1.1

5.7

12.6

0 20 40 60 80 100
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３ ワーク・ライフ・バランスについて 

・従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を一層図るために、今後、整備・充実し

ていく意向がある事項について、「有給休暇の取得促進」の割合が 43.7％と最も高

い。次いで、「労働時間の弾力的な運用」の割合が 26.4％、「ノー残業デーの実施」

の割合が 21.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

％

フレックスタイム制度

労働時間の弾力的な運用

在宅勤務

有給休暇の取得促進

ノー残業デーの実施

育児休業制度

介護休業制度

ボランティア休暇制度の導入

自己啓発休暇制度の導入

休憩室・更衣室等の施設整備

ワーク・ライフ・バランスの理解を広
めるための社内・社外研修

女性のキャリアアップのための社内・
社外研修

社外の交流会への参加

旧姓の使用

社内保育施設の設置

出産・育児退職者の再雇用制度

その他

特にない

無回答

10.3

26.4

4.6

43.7

21.8

18.4

12.6

1.1

5.7

9.2

20.7

12.6

2.3

4.6

1.1

11.5

3.4

16.1

5.7

13.6

25.5

0.9

45.5

21.8

12.7

14.5

―

4.5

8.2

13.6

8.2

9.1

3.6

3.6

14.5

0.9

11.8

9.1

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 87）

平成29年度

（回答者数 = 110）
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４ ともに働きやすい社会づくりについて 

・事業所での男女共同参画を進めるにあたって、焼津市が今後どのようなことに力を

入れていくべきかについて、「保育施設や保育サービスの充実」の割合が 40.2％と

最も高く、次いで「高齢者や傷病者のための施設や介護サービスの充実」の割合が

33.3％、「女性従業員の雇用管理などについて参考となる事例の紹介」の割合が

31.0％となっている。 

 ％

優良企業の表彰、顕彰

女性従業員の雇用管理などについて参考とな
る事例の紹介

事業所における女性の能力活用の取り組みに
ついてのマニュアル作成・配布

男女共同参画に関する事業者間のネットワー
クづくりや情報交換の機会の提供

女性の就労の機会を増やしたり、従来女性の
就労が少なかった分野などへの進出を促進し
たりするための職業教育・訓練の実施

男性の家事・育児・介護などへの参加を促す
啓発

事業所での男女共同参画の推進、労働者や求
職者を対象とした職業意識・能力開発のため
の講座や研修会の開催

事業主などを対象とした法律や制度の周知、
女性の能力活用のための講座や研修会の開催

事業所が行う研修会などへの講師の派遣や紹
介

結婚や育児退職後の再就職に向けた支援や能
力開発の機会の提供

保育施設や保育サービスの充実

高齢者や傷病者のための施設や介護サービス
の充実

法律や制度、女性の能力活用の方法などにつ
いての情報提供や相談窓口の設置

広報紙やパンフレットなどで、職場における
男女の平等な取り扱いについての啓発

その他

特にない

無回答

14.9

31.0

10.3

10.3

17.2

17.2

9.2

14.9

11.5

13.8

40.2

33.3

5.7

8.0

1.1

9.2

5.7

10.0

19.1

14.5

8.2

23.6

14.5

12.7

24.5

10.0

18.2

50.0

40.0

4.5

10.0

0.9

13.6

3.6

0 20 40 60 80 100

令和４年度

（回答者数 = 87）

平成29年度

（回答者数 = 110）


